
藤沢聖苑残骨灰売渡仕様書 

１．目的 

残骨灰に含まれる資源物（有価金属等）を再資源化するため、買受者は、藤沢聖苑から発

生する残骨灰を回収し、「残骨」、「資源物」、「廃棄物」等、必要な分別を行った上で、それ

ぞれ関連法令に基づき適正な処理を行い、藤沢市（以下「売渡者」という。）にその報告を

行うとともに、引渡しを受けた火葬件数に応じた金額を売渡者に支払う。 

 

２．売渡物件及び予定数量 

（１）売渡物件 契約期間に藤沢聖苑から発生する残骨灰 

（２）予定数量 火葬件数４，８５８件（１２歳以上の火葬件数のみ） 

※重量 約８．１トン 

   ※予定数量であり火葬実績に応じて変動する。 

 

３．契約方法 単価契約（単位 円/件） 

 

４．契約期間 

 ２０２５年（令和７年）４月 1日から２０２６年（令和８年）３月３１日まで（１２ケ月

間） 

 

５．残骨灰保管場所及び引渡場所 

（１）所在地 藤沢市大鋸１２５１番地 

（２）名称 藤沢聖苑 別添火葬場配置図参照 

 

６．火葬炉の形式等 

（１）火葬炉の形式 寝棺型台車式 ９基（火葬炉メーカー：㈱宮本工業所） 

（２）集塵装置 電気集塵機 ４基 バグフィルター １基 

 

７．売渡物件の処理等 

（１）売渡物件の分別 

買受者は、売渡物件について、「残骨」、「資源物」、「廃棄物」等、必要な分別を行った上

で、それぞれ関連法令に基づき適正な処理を行うものとする。 

（２）残骨の埋葬 

買受者は、「残骨」については、「墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）」

の趣旨に従い、礼節をもって適切に埋葬するものとする。埋葬地は、日本国内の墓地また

は納骨堂とし、買受者の責任のもとに確保するものとする。 

（３）資源物の処理 

買受者は、「資源物」については、適正に再資源化するものとする。 

（４）「廃棄物」の処理 



買受者は、「廃棄物」については、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指

針（平成１２年３月）」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）」等の関係法令を遵守し、適正に処理するものとする。 

 

８．売渡金の納入 

売渡契約締結後、売渡者は当該月ごとに次の納入金額を請求するものとし、買受者は請求

書を受領した日から納期限（以下、「支払期限」という。）までに、納入するものとする。 

納入金額（１円未満切り捨て）＝当該月の１２歳以上の火葬実績件数×契約単価×１．１

（消費税率） 

 

９．売渡物件の引渡 

（１）引渡日時 

ア 原則として、１ヶ月に１回行うものとするが、藤沢聖苑職員と事前協議し、決定する

ものとする。 

イ 引渡日時は、藤沢聖苑職員と事前に打ち合わせをし、決定するものとする。 

（２）引渡方法 

ア 買受者は、契約期間中、残骨灰保管場所に空のドラム缶等（火葬場設備に適合するサ

イズのもの）１０本程度設置するものとする。令和７年４月は契約後、速やかに空のド

ラム缶等を設置するものとする。 

イ 売渡者は、発生した残骨灰を順次上記のドラム缶等に保管するものとする。 

ウ 買受者は、売渡者が指定した者の立会いのもと、残骨灰を保管したドラム缶等と空の

ドラム缶等を交換することで引渡を受けるものとする。（ただし、最終回は売渡者、買

受者で協議する。） 

エ 運搬車両は、引渡場所まで進入可能なものとする。 

オ 買受者は、運搬時における残骨灰の飛散防止対策をするものとする。 

（３）引渡確認の際、買受者は「残骨灰受領数量確認書」（様式任意）を売渡者に提出する

ものとする。 

 

１０．契約締結日から７日以内に提出する書類 

（１）「責任者・作業従事者名・使用車両等届」（様式任意） 

（２）売渡物件の分別・再資源化を行う施設及び工程の概要（様式任意） 

（３）本売渡契約に係る残骨を埋葬する墓地または納骨堂の概要及び買受者が同墓地等に埋

葬することができることを示す書面（契約書、協定書、永代供養の証等）の写し 

 

１１．売渡物件の処理報告 

  買受者は、「売渡物件の処理報告書（様式１）」に必要事項を記載し、代表者印を押印のう

え、引渡を受けた回毎に売渡者に提出するものとする。また、同報告書には、売渡物件の処

理状況の分かる写真を添付するものとする。 



なお、廃棄物の処理については、マニフェストの写し等を添えて、適正に処理したことを

別途報告すること。 

 

１２．調査等 

売渡者は、必要に応じて契約に定める履行状況について調査することができる。 

 

１３．引渡諸経費 

売渡物件の引渡にかかる諸経費は、買受者の負担とする。 

 

１４．責任事項 

売渡物件の引渡後に損害（第三者に及ぼした損害も含む）が生じたときは、その原因が売

渡者の責に帰すべき場合を除き、買受者が責任を負う。 

 

１５．機密保持 

  買受者は、この契約に関連して、業務上知り得た機密を第三者に漏らしてはならない。当

該機密を公表する必要が生じた場合には、売渡者の文書による許諾を得なければならない。 

 

１６．その他 

（１）買受者は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは継承

させ、またはその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による売渡

者の承認を得た場合はこの限りではない。 

（２）契約の解除及び違約金については、藤沢市契約規則（昭和３７年藤沢市規則第４６号）

の規定によるものとする。 

（３）この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、売渡者、買受者双方で協議す

るものとする。 

 

１７．事務担当者 福祉部 福祉総務課 衛生施設担当  電話 0466-25-1111（内線 3127） 

 

 



（様式１） 

  年  月  日 

 

（あて先）藤沢市長 

 

所在地 

名称 

代表者名         印 

 

売渡物件の処理報告書 

第  回受領分 

分別 分別後の数量 備考 

１ 残骨 kg   

２ 資源物（貴金属合金） kg  

３ 資源物（鉄） kg  

４ 資源物（アルミ） kg 
 

５ 資源物（その他非鉄） kg 
 

６ 資源物（金銀残滓） kg 
 

７ その他資源物 

名称： 
kg 

 

８ 廃棄物 kg  

合計 kg 
 

  



火葬場配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残骨灰保管場及び 

引渡場所 

積載場所 

事務室 

正門 


